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◆医療的ケア児

医療的ケア児とは、特別な医療的な支援や治療を必要とする子どもたちのことをいう。具体的には、気管切開を行っている、呼

吸器の使用が必要、経管栄養などの医療行為が日常的に行われる状態にある子どもたちをいう。2023年10月１日現在、日
本には約20,155人いるといわれている。
令和３年９月には医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が成立し、医療的ケア児及びその家族に対する支
援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることが規定された。

◆LTCの子ども

「Life Threatening Condition」の略。
生命を脅かすような状態にある子どもを指す。小児がんや先天性心疾患、神経筋疾患、代謝性疾患、染色体異常、重度脳
性麻痺等が該当します。日本には約２万人いると言われている。

◆日本における「こどもホスピス」

一般的に「ホスピス」とは、末期患者に対する緩和ケアを提供する施設やサービスを指すが、公益財団法人原田積善会が令和
５年に編集した「日本のこどもホスピス」では、日本における「こどもホスピス」を、主に子どものQOLの向上（遊び・学び・体験）、
家族宿泊、レスパイトケア（余暇的休息・一時預かり）、急変時対応、家族・きょうだい児支援、遺族支援が提供される施設と
定義している。

◆行動特性のある児童

発達障害等によって、一般的な子どもとは異なる行動パターンを示す児童のこと。自閉症スペクトラム症（ASD）や注意欠陥・
多動症（ADHD）などの発達障害の児童が該当する。これらの児童は、こだわり行動、多動性、衝動性、
不注意などの行動特性を示すことがある。

【解説】この指針内で使用されている用語



Ⅰ 本指針の考え方



ともに生きるまちを
目指す条例

２１００年の江戸川区
（共生社会ビジョン）
●アクションプラン
公共施設再編・整備計画
適正・公平な受益者負担実現への実践計画
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ実践に向けた取り組み

●個別関連条例
「障害のある人が
自分らしく暮らせるまち条例」

障害のある子どもが主役になれる拠点整備指針

●障害者計画
障害福祉計画
障害児福祉計画
●江戸川区こども計画

整
合

本指針の位置づけ



本指針における主な対象者は、医療的ケア児等や重度障害児及び行動特性
等により、既存施設の利用が難しい１８歳以下の子どもとその家族を中心とし
たすべての障害児とその家族とする。

本指針での対象者について

医療的ケア児などや重度障害児およ
び行動特性のある子どもとその家族

18歳未満の障害のある子どもとその家族



機能／対象 乳児 未就学児
小学生
低学年

小学生
高学年

中高生 障害児
重度
障害児

屋内

学校等

居場所

文化・スポーツ
活動の場

屋外
自然や生き物
に触れる場

子育て広場（20）

図書館（12）

魔法の文学館（1）・子ども未来館（1）

公園（506）・自然動物園（1）・ポニーランド（2）

子ども図書館（1）

共育プラザ（7）

すくすくスクール
（65）

放課後デイ等
（64）

障害の
ある子どもが
主役になれる

拠点

文化スポーツプラザ（1）

部活動

子どもが利用できる施設の機能と対象者

幼稚園・保育園



拠点のコンセプト

障害のある子どものための『第三の居場所』

遊び

体験

医療的ケア児などでも安心して利用できるしくみやそれを支える家族支援の機能

文化 スポーツ



Ⅱ 障害児の状況



障害種別 年齢 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

身体障害 0～17歳 508 495 516 474 479 464

知的障害 0～17歳 1,428 1,408 1,457 1,532 1,639 1,789

精神障害 0～19歳 325 333 363 366 380 436

障害児の状況
◆障害者手帳所持者数（毎年１０月１日現在）

325 333 363 366 380 436
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本区における子どもの人口は年々減少していく見込みとなっているが、医療
技術の進歩等の影響もあり、障害児、特に重度の障害のある医療的ケア
児やLTCの子どもは今後も増加すると見込んでいる。令和７年４月１日現
在の区内における医療的ケア児は１２５人となっており、毎年10人程度の
増となっている。LTCの子どもは正確な数値は把握できてはいないが、小児
慢性特定疾病医療受給者証所持者数の内訳から推計すると、区内に約
２００名程いると思われる。

医療的ケア児やその家族の状況
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医療的ケア児の人数の推移 ◆小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数
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障害児のサービス利用状況

サービス種別
区内事業所

サービス利用児数
※区外施設利用者数も含む設置数 定員

児童発達支援 45 559 1,227

放課後等デイサービス 66 625 1,717

保育所等訪問支援 5 63

居宅訪問型児童発達支援 0 0 6

障害児相談支援 45 504

障害児入所支援 0 0 9（うち医療型4）

障害児短期入所 2 52

医療特定短期入所 0 16

計 163 3,594

◆障害児福祉サービス等の利用状況（令和７年3月分）

※基本18歳未満が対象だが、 一部18歳以上での利用もあり



特別支援学校等への通学状況

区内の特別支援学校（高等部）に通う児童数（R6.5.1時点 引用：東京都教育委員会HPより）

１年生：63人 ２年生：58人 ３年生：85人 重度・重複：18人 訪問：２人 計：226人

小学校 中学校
計

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 １年生 ２年生 ３年生

特別支援学校
（※R6.3.31現在）

76 71 54 61 49 66 54 60 58 549 

特別支援学級 71 66 83 73 72 83 86 85 85 704 

通級 11 51 59 47 36 26 3 0 4 237 

特別支援教室 47 143 219 234 271 232 111 124 111 1,492 

（R7.4.7現在）



Ⅲ 本区の現状と課題
～令和４年度「ニーズ調査」から見えてきたもの～



江戸川区障害者計画・江戸川区障害福祉計画・
江戸川区障害児福祉計画策定のための
アンケート調査の実施

令和４年10月に第７期江戸川区障害福祉
計画・第３期江戸川区障害児福祉計画策定
のための基礎調査（以下「ニーズ調査」とい
う。）を実施した。この調査において、無作為抽
出の障害児・者に調査を実施し、1,337件中
832件、62.2％の回答を得ている。
また、医療的ケア児・者については、区が把握
している163件すべてに調査票を発送し、117
件、71.8％の回答を得ている。



令和４年度に実施した「ニーズ調査」によれば、医療的ケア児・者の家族へ
の「介護にあたり、どのような悩みや不安がありますか」の問いに対し、
63.8％の人が「身体的な負担が大きい」と回答しており、介護の負担が大き
いことがわかる。
さらに不安や悩みの内容を具体的に尋ねる質問に対しては「この生活がいつ
まで続くのか、自分自身の人生は何も無かったことになってしまうと感じている」
「医療的ケアがあるため通所施設や短期入所などを探しても見つからない。緊
急時でも区や都の医療施設等が利用できない」「気軽に遊びに行ける公園や
施設があまりない」といった声があった。また、介護者の負担軽減のために必要
なサービスについての問いに対しては45.7％の回答者が「レスパイト事業」
34.5％の回答者が「宿泊での預かりの場」と回答している。

医療的ケア児・者の課題



平日の日中の過ごす場所を尋ねる質問に対しては、0～5歳の58.8％の回
答者が「自宅」としており、通常保育園や幼稚園に通う年齢層の子どもたちも、
医療的ケアを理由に自宅での生活になっていることがわかる。

「医療的ケアに関することで相談相手（場所）は、次のうちどなたですか」の
質問については82.8％が「医療機関（かかりつけ医）」67.2％が「訪問看護
師」と回答している。

現状の生活の中で、具体的に知りたい情報を尋ねる質問に対しては「受けら
れる支援やサービス制度」や「同じ医療的ケアの人との交流がほしい。生活のこと
など、相談できる人と出会いたい」といった回答があった。



医療的ケア児・者に行った「ニーズ調査」の中で「災
害時の不安や具体的な支援の内容」について自由
に記述してもらったところ、「避難所に行くまでの移動
ができない」や「呼吸器管理のため電源確保に不安
がある」や「医療的ケア児・者を優先して受け入れて
くれるところもつくってほしい」「医療的ケアに必要な
物品や医薬品が入手できるか不安」といった意見が
あった。

中には「障害が重すぎるため、火事以外で避難は
考えていない。生存確認の際は、自宅を確認してほ
しい」「連絡がとれなくなることが一番の不安。医療の
ことなど、どこに連絡をとることが最善なのか悩む」といっ
た意見もあり、重度の障害児・者の避難場所の確保
と医療との連携の必要性が伺える。

災害時の対応について

【参考】江戸川区避難行動要支援者▲
要配慮者対応マニュアル



医療的ケア児・者への「ニーズ調査」の中での「区への障害者福祉への
意見・要望」の自由記述では、「共生社会が実現できれば嬉しいが、日
常生活で健常者との接点がなく、孤立感を感じる。機会があれば相互理
解を深める場に積極的に伺いたい」「家族等の交流会が定期的にあると
よい」等の意見があった。

現状の区の機能では、障害のある子どもと健常児との交流の機会は少
なく、今後のインクルーシブ社会の実現に向けて、子ども時代からの積極
的な交流が必要と考える。

インクルーシブ社会の実現のために



Ⅳ これまで区が実施してきた
医療的ケア児などへの
具体的な取り組み



区では障害児の発達にかかる相談や療育の支援をより効果的に行うため、児童発達
支援センターの整備を推進している。令和２年度から令和６年度までに区内に３か所
のセンターを設置し、指定管理により運営を行っている。

児童発達支援センターでは定期的な通所により療育を実施する「通所支援事業」、保
育所等に訪問し環境調整を行う「保育所等訪問支援事業」、障害福祉サービスを利用
するにあたっての利用計画を策定する「計画相談支援事業」、発達の理解啓発や地域
の保育園や幼稚園を訪問し助言等を行う「地域支援事業」を行っている。各センターにお
いて、それぞれの特徴を生かしながら障害児のための地域の中核的な施設として、助言や
支援を行うとともに、令和６年度からは、医療的ケア児の受け入れも行っている。

令和５年12月に区が策定した「江戸川区公共施設再編・整備計画」では「育成室は
今後、児童発達支援センターとして機能を強化し、民間委託を進めます」としており、将
来的には、人口１０万人あたり１か所を設置することを目指している。

児童発達支援センターの設置



医療的ケア児が区内にも増加している状況を踏まえ、令和２年度から児童
福祉法第56条の６第２項の規定に基づき、人工呼吸器を装着している障
害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児（以下
「医療的ケア児等」という。）が、その心身の状況に応じた適切な支援を受け、
地域において安心して生活を営み、医療的ケア児の支援に関する保健、医
療、障害福祉、保育、教育等の関係者間の連絡調整及び情報交換を行う
ため、江戸川区医療的ケア児支援関係機関連携会議を設置している。会
議の中では医療的ケア児の地域生活の状況や課題を共有し、委員から意見
や助言を受け、施策の展開につなげている。

令和６年度には９月と３月に会議を実施し、保育や学校、災害や福祉
サービス等での課題を共有し、委員から今後の取り組みや施策に向けての意
見を聴取した。

医療的ケア児支援関係機関連携会議



令和３年の「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する
法律」の施行に伴い、区内の保育園や小学校では、医療的ケア児
の受け入れを行っている。
受け入れる子どもの状況に応じ、常勤看護師の配置や訪問看護
事業所への医療的ケアの委託等を実施することにより、医療的ケア
児やその家族の希望を踏まえて体制整備を行っている。受け入れを
行う医療的ケアの種別については、指導医等の助言を受け、安全
に受け入れられる体制づくりに努めている。

保育園や学校での医療的ケア児等の受け入れ



令和３年度からは、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを
推進する役割を担うため、区に医療的ケア児コーディネーターを配置し、
区内の医療的ケア児をもつ家族からの相談を受け助言や必要な支援に
つなげるとともに、区内の医療的ケア児等コーディネーターの資格を有す
る計画相談員と、定期的な意見交換の場を設け、効果的な支援に向
けた研究や、地域での定着支援を行っている。

医療的ケア児コーディネーターの配置や支援事業の実施

令和６年度末現在、東京都の実施する「医療的ケア児等コーディ
ネーター養成研修」を修了した計画相談員は21人となっている。令和
５年度から、研修を修了した計画相談員を有する事業者が行った、
サービス等利用計画の策定前の業務に対し金銭的な助成を行うことで、
支援のスキル向上と地域での定着に向けた取り組みを行っている。



区内に医療的ケア児が利用できるショートステイ機能がない状況を踏まえ、
令和５年度から区と委託契約をした病院にベッドを確保し、保護者の申請
に基づき医療的ケア児をお預かりし、健康の保持や、その介護を行う家族
などの負担軽減をするための事業を行っている。

医療的ケア児養育者支援事業



令和５年度から、都内の医療財団法
人との共催で葛西臨海公園のBBQ場
にて「医療的ケア児とその家族のための
BBQ食事会」を実施している。区内外か
ら医療的ケア児とその家族が集まり、ボラ
ンティアも含めると1,000人近い人が参
加し、医療的ケア児とその家族のかけが
えのない楽しみの場となっている。

様々な体験の機会の充実
令和５年度から、江戸川フィル
ハーモニーオーケストラの協力に
より、江戸川区総合文化センター
大ホールにおいて障害のある方と
そのご家族のための「ふれあいコ
ンサート」を実施し、毎年500人
近くの障害児・者とそのご家族が
参加している。
令和７年10月には、タワー

ホール船堀にて障害児とそのご家
族を対象として無料で映画を上
映する「にぎやか上映会」を実施。
いずれのイベントも、大声を出し
たり、場内の出入りを自由に行え
るため、障害のある子どもとその家
族がさまざまな体験ができる貴重
な機会となっている。



Ⅴ 実現に向けた計画及び提言



令和４年８月に、江戸川区が目指す共生
社会の姿を描いた2100年に向けた長期構想。
目指すべき未来を「ともに生きるまち」とするとと
もに「人とともに生きる」「社会とともに生きる」「経
済とともに生きる」「環境とともに生きる」「未来と
ともに生きる」の視点で、目指すべき未来につい
て示している。

特に「人とともに生きる」の視点での目指すべ
き未来の姿を「みんなが認め合い支えあって自
分らしく暮らすことで、障害者やLGBTQのような、
人をカテゴリー分けする言葉はなくなっているは
ず」としている。

共生社会ビジョン 2100年の江戸川区▶
〈共生社会ビジョン〉



令和４年10月に実施したアンケート調査の結果
を受け、令和６年３月障害者計画と障害福祉
計画の策定を行った。障害者計画の基本目標4
「子どもの健やかな成長を支援」では、「障害児を
介助している家族への支援の必要性」や「医療的
ケアのある障害児が利用できるショートステイの
整備の必要性」を明示している。

また、「子育て支援・保育分野、教育分野の各
関係機関と障害福祉サービス機関が連携し、障
害の有無に関わらず全ての子どもが共に育つ環
境の整備を進めていくこと」を課題としている。

第３次江戸川区障害者計画・第７期障害福祉計画・
第３期障害児福祉計画の策定



障害者の権利に関する条約、ともに生きるま
ちを目指す条例などの考えをもとに、国や国際
社会とも呼応し、障害の有無によって分け隔
てられることなく、誰もが安心して自分らしく
暮らせるまちの実現を目指し、「障害のある人
が自分らしく暮らせるまち条例」を令和５年１
１月に制定した。

この条例では基本理念とともに、区及び事
業者の責務並びに区民等の役割を明らかに
している。

「障害のある人が自分らしく暮らせるまち条例」の制定

漫画で学べる
障害のある人が自分らしく暮らせるまち条例▶



さまざまな検討や提案を受け、区は2100年に向けたアクションプランとして、
令和５年12月に「江戸川区公共施設再編・整備計画」を策定した。計画
の中では、新たな施設の整備や誘致の検討の中で「重い病気を患う子どもと
その家族も安心して利用できる子育て支援系複合拠点の整備を検討しま
す」と記している。

2100年に向けた江戸川区の考えの発信

また、江戸川区の考えとして令和６年８月15日号
「広報えどがわ」において、「子ども・障害のある方などの
生活をサポートする施設」の設置を提案。さらに同12
月15日号の「広報えどがわ」およびHPにおいて、人口
減少を和らげる取り組みのひとつとして、「子どものため
のインクルーシブ拠点の整備（子どもの城）」を提案し
ている。



令和４年第２回定例議会において、区議から「重い病気の子どもとその家族を支えるだ
けでなく、一人ひとりの命に向き合い、命を輝かせる場所を作ってもらうためにも、子どもホ
スピスの誘致の検討を」という一般質問があった。その際に区長からは「実際に実施するとな
ると相当の覚悟が必要になるが、庁内で議論を続けていきたい」と答弁し、その後、福祉部、
健康部、子ども家庭部や教育委員会等、庁内の関係部署で検討を重ねてきた。

検討の結果を受け、区は令和５年８月に「区民と区の職員による政策提案プレゼンテー
ション」を実施した。そこで区は、「～全ての子どもたちの“生きる”を支援～『こどもまるごと』
拠点づくり」を提案した。この提案では、医療的ケア児やLTCの子どもたちの現状に触れ、この
ような子どもたちも安心して遊んだり休んだりできるようにするための、①子どもホスピス機能②
ショートステイ機能③医療的ケア児のショートステイ機能④子育てひろば・地域交流といっ
た４つの機能を包含した施設整備を通じた新たな「江戸川区モデル」を提案した。

この政策提案プレゼンテーションに基づき区が実施したクラウドファンディングでは目標額には
届かなかったものの、令和６年３月１日から１か月の間に７件総額54万円の寄附が寄せ
られている。

政策提案



Ⅵ 実現したい姿



整備および運営にあたっては、以下の理念に基づき進めていくことにする。

１医療的ケア児等や障害のある子どもたちとその家族の尊厳が回復できる場所

２医療的ケア児等や障害のある子どもたちとその家族の拠り所

３医療的ケア児等や障害のある子どもが自ら考え行動できる場所

４医療的ケア児等や障害のある子どもが多くの子どもと交流することで、

子ども同士が育てあえる場所

５この施設を利用する子どもの自主性を尊重し、子どもたちが自ら作り上げる場所

６地域住民の力や医療的ケア児等や障害のある子どもたちに思いを持った

支援者等の地域の支えを活性化できる場所

基本的な役割・理念



必要な機能



発達にかかる専門性の高い相談に対応でき、療育を実施する児童発達支援センター機能

障害のある子どもたちが、コミュニケーション能力を高め、集団の中で生活していく力を高めて
いくことは、情緒の発達を大きく促すことだけでなく、子ども自身の自己肯定感を高めること
につながる。そのため、発達にかかる療育は早期発見・早期療育が肝であり、これまでの支援
の中でも一定の効果も認められている。

医療的ケア児等の多くは、乳幼児期の多くを病院等で過ごすことが多く、愛着形成の大事
な時間を保護者と過ごせないこともある。療育は単なるコミュニケーション能力や生活能力を
高めるだけでなく、保護者との愛着形成を促す効果も期待できる。

現在区内には3か所の児童発達支援センターがあり、それぞれが得意分野を生かして療
育を行っている。令和８年４月には新たに１か所増え４か所になる予定だが、拠点に機能
が入ることで５か所目のセンターとなり、相談機能や療育機能を有し、他センターと連携しな
がら区全体の療育・相談体制の強化につなげる。

児童発達支援センター
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条



◀【参考】川崎市 川崎市子ども夢パーク
川崎市 : 川崎市子ども夢パーク

遊びを通じて子ども自身がやりたいと思ったことが実現でき、自分の責任で自由に遊べ、子どもの
好奇心と成長を促す「遊び場」機能

「遊び場」
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条

https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000091345.html


医療的ケア児などや重度障害や行動特
性のある子どもとその家族が安心して利用
できる子育てひろば機能
主に年齢の低い障害のある子どもを安心
して遊ばせることができ、季節に合わせたイ
ベントの実施や、地域との交流を通じて、
保護者が社会とつながりを持ち、さらに、
専門家等に相談することにより子育ての悩
みを解消し、学びを得ることができる機能

▼【参考】江戸川区 子育てひろば

子育てひろば
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第６条



保護者が一時的な支援を必要とする場
合に、安心した医療体制が整っている中で、
医療的ケア児等の子どもを一時的に預か
る機能。医療的なケアが適切に受けられる
環境下で子どもが安心して過ごせる場所。
単なる預かり機能だけでなく、さまざまな体
験の機会が提供されることが望ましい。

▼【参考】こどもホスピス レスパイトハウスやまぼうし

出典：医療財団法人はるたか会 ホームページ
こどもホスピス レスパイトハウスやまぼうし
– 医療法人財団はるたか会

ショートステイ
障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第５条

https://harutaka-aozora.jp/%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%BC%E3%81%86%E3%81%97/
https://harutaka-aozora.jp/%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%BC%E3%81%86%E3%81%97/


重度の障害や終末期にある子どもが
医療的ケアを受けながら、家族と共に過
ごすことができる機能。

一般的に「ホスピス」とは、末期患者に
対する緩和ケアを提供する施設やサービ
スを指すが、「子どもホスピス」は、家族で
泊まれる部屋や一緒に入れるお風呂、
思いっきり遊べるプレイコーナー等を有し、
子どもの生活の質（QOL）の向上と
家族全体のサポートに焦点を当てる。

看護師や保育士などの専門職も常駐
し、診断時から死別後も継続的な関わ
りが重視される。

本拠点では、愛する子どもを失った保
護者が、思い出とともに心の回復を図
るグリーフケア機能も備えることが望まし
い。

▼【参考】横浜こどもホスピス～うみとそらのおうち
出典：横浜こどもホスピスプロジェクトホームページ
うみとそらのおうち｜横浜こどもホスピスプロジェクト

ホスピス

https://childrenshospice.yokohama/ych/index.html


医療的ケア児などや行動特性のある
障害児等が快適に過ごせる環境作りに
は、自然とのふれあいがあることが望ま
しい。緑あふれる森のような空間を取り
入れることで、新鮮な空気の中で心身
がリフレッシュされ、安心して遊び、学
ぶことが可能になる。自然環境は、リ
ラックスや安全感を提供し、創造力や
社会性を育む絶好の場となる。

また、家族とも共に楽しめるスペースに
なることで、かけがえのない体験や思い
出づくりのきっかけにもなる。豊かな自
然の中で、子どもたちが輝く未来を育む
場となる環境があることが望ましい。

緑に囲まれ自然を感じることのできる環境



備えることが望ましい機能



江戸川区は、洪水、地震、台風等、さまざ
まな災害リスクを抱えている。

特に、首都直下地震や、巨大台風による
浸水被害が想定されており、複合災害のリス
クを考慮する必要性がある。

そのため、この拠点においても、災害発生時
には、医療的ケア児などの避難行動や避難
生活を支援する機能を有することが望ましい。

福祉避難所の補完



障害のある子どもが主役になれる拠点にお
いては、多くの医療的ケア児等が日常的に
利用することが想定される。

そのため、医療的ケア児などが安心して利
用できるようにするため、日常的な医療支
援行為や急な体調の変化等に対応できる
ことが求められる。

また、地域の障害のある子どもが安心して
利用できるような場所となるためにも、医療
行為ができるような診療所等の機能を併
設されることが望ましい。

地域の障害のある子に対応できる医療体制



江戸川区の地域の力は、町会・自治会や子ども会等が
担うさまざまな活動によって支えられてきた。

これらの活動は、住みよいまちづくりを根幹から支えており、
江戸川区の地域力そのものであると考える。

医療的ケア児等や強度行動障害等の子どもたちを地域
で支えていくためには、地域、幼稚園、保育園、学校、福
祉サービス事業者、病院等の連携は欠かせない。

障害のある子どもが主役になれる拠点においても、このよ
うな地域力に加え、障害のある子どもたちを支えたいと思う
人々の力を最大限活用できるだけではなく、支えを活性
化し、新たな地域のつながりを創出することを期待する。

地域の力を最大限に引き出す取り組み



Ⅶ 施設整備に向けて



所 在 地:江戸川区本一色2丁目10番15号
用 地:区有地
敷地面積:3,369㎡
用途地域:第一種中高層住居専用地域
高度地区:第二種高度地区
建ぺい率:60％ 容積率：150％

設置予定場所



施設の現状

所 管:子ども家庭部保育課
運営方法:直営
施設名称:江戸川区鹿本育成室
事業内容:児童福祉法に基づく

「児童発達支援事業」
開所年月:平成23年９月１日
定 員:４０名
職 員 数:常勤８名 非常勤27名 計35名(令和７年４月現在)
そ の 他:令和９年３月末閉室予定

ここでの育成室機能は、拠点における児童発達支援センター
機能に包含予定



作成・編集：江戸川区福祉部障害者福祉課 計画調整係
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